
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸気弁のクランク角に対しての開弁期間を運転状態に応じて変化させる可変動弁機構と
、
　エンジンの吸気管内に燃料を噴射する燃料噴射手段と、
　該燃料噴射手段により同一気筒に対して１サイクル当たり複数回に分割して燃料噴射を
実行するに当たって、吸気弁閉期間内におけるリーディング側燃料噴射前のエンジンの運
転状態に基づいて気筒毎の１サイクル当たりの燃料噴射量を算出し、吸気弁閉期間内にお
いて燃料噴射を行うリーディング側燃料噴射量を前記１サイクル当たりの燃料噴射量に基
づいて算出し、前記燃料噴射手段によりリーディング側噴射分を噴射させた後に、最新の
エンジン運転状態に基づいて算出された最新の１サイクル当たりの燃料噴射量から前記リ
ーディング側燃料噴射量を差し引いて、吸気行程中の所定時期に噴射終了する最終燃料噴
射期間におけるトレーリング側燃料噴射量を算出し、前記燃料噴射手段により前記トレー
リング側噴射分を噴射させる燃料噴射制御手段とを備えたエンジンの制御装置であって、
　前記可変動弁機構により吸気弁の前記開弁期間が変更された時には、前記燃料噴射制御
手段により設定されるトレーリング側燃料噴射期間とそれ以前のリーディング側燃料噴射
期間との相対的な割合が変化するように両燃料噴射の分割比を、前記開弁期間の変更に対
応させて変更する分割比設定手段が付設され
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、
該分割比設定手段による燃料噴射の分割比の設定は、前記吸気弁の開弁から閉弁までの

開弁期間長さが相対的に短い時には、リーディング側燃料噴射期間を相対的に所定期間だ



ていることを特徴とするエンジンの制御装置。
【請求項２】
　 ことを特
徴とする前記請求項１記載のエンジンの制御装置。
【請求項３】
　 ことを特徴
とする前記請求項 記載のエンジンの制御装置。
【請求項４】
　

　
ことを

特徴とする前記請求項 載のエンジンの制御装置
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本願発明は、エンジンの制御装置に関し、さらに詳しくは吸気弁のクランク角に対して
の開弁期間を運転状態に応じて変化させる可変動弁機構を備え且つエンジンの吸気管への
燃料噴射を同一気筒に対して１サイクル当たり複数回に分割して行うエンジンの制御装置
に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　一般に、自動車用エンジンにおいて吸気管へ燃料の噴射を行う吸気管燃料噴射方式を採
用する場合、吸気弁の開弁期間中に気筒内へ所要量の燃料を供給するためには、吸気管へ
の燃料噴射から気筒内への実際の燃料供給との間の時間的ギャップを考慮して吸気弁の開
閉タイミングと燃料噴射時期とを的確に調整する必要があり、そのために、吸気行程の開
始時期より以前に（例えば、爆発行程の開始時期付近で）燃料噴射を行うことが行われて
いる。ところが、この場合、燃料噴射から吸気弁開弁までに時間がかかるところから、特
に、エンジンの過渡運転時（即ち、低負荷から高負荷への急移行時）には、最適な燃料量
に対して過不足が生じて失火を招く等の不具合があった。
【０００３】
　上記不具合を解消するために、同一気筒への燃料噴射を１サイクル当たり複数回（例え
ば、２回）に分割して実行する分割燃料噴射方式の採用が試みられている（特公平７－６
２４５９号公報参照）。この分割燃料噴射方式においては、例えば、吸気弁閉弁期間内に
おいて運転状態に応じて決定された最適の第１の噴射時期（即ち、リーディング側噴射時
期）に、エンジンの１サイクル当たりの燃料噴射量の一部を噴射することにより、吸気弁
傘下部に長時間接触させて燃料の気化を促進させるとともに、その後、吸気行程期間に設
定した第２の噴射時期（即ち、トレーリング側噴射時期）を、第１の噴射時期（即ち、リ
ーディング側噴射時期）以後増大した吸入空気量に見合う残りの必要噴射燃料量が吸気行
程の所定時期までに噴射し終わるタイミングとなるように決定し、当該タイミングで残り
の燃料を噴射することにより、過渡運転時においても燃料量の過不足が生じないようにし
ている。
【０００４】
　一方、吸気弁の開弁期間をエンジンの運転状態に応じて変化させることにより、吸入空
気量を制御する可変動弁機構を備えたエンジンも既に開発されており、このようなエンジ
ンにおいて、吸気弁閉時期に対応して、燃料噴射時期を変化させる（例えば、燃料噴射終
了時期を、吸気弁の閉時期が早い時には吸気行程開始前に設定し、吸気弁の閉時期が遅い
時には吸気行程中に設定する）ものが既に提案されている（例えば、特開平４ー３０３１
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け延長する一方、トレーリング側燃料噴射期間を相対的に所定期間だけ短縮するものとさ
れ

前記トレーリング側燃料噴射期間は、吸気行程開始時からの期間とされている

前記吸気弁の開弁期間長さは、少なくとも閉弁時期の変化により決定される
１

前記燃料噴射の分割比は、少なくともエンジンの回転数に対応して設定されていて、高
回転となる程前記リーディング側燃料噴射期間の延長割合が相対的に増大することとされ
ており、

前記分割比設定手段による燃料噴射の分割比の変更は、吸気弁の前記開弁期間とエンジ
ン回転数との変化に対応して燃料噴射分割比を求める分割比マップにより行われる

１記 。



４１号公報参照）。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　ところで、上記した分割燃料噴射方式を採用したエンジンにおいて、新たに可変動弁機
構を採用し、運転状態に応じた吸気弁の開弁期間制御を行った場合、燃料噴射弁が配置さ
れた吸気管内から気筒内へ十二分に燃料が供給されるためには、燃料の油送遅れや速い吸
気流に乗って入りやすい期間を考慮して噴射終了すべきであるところから、吸気弁の閉弁
時期がクランク角に対して早まると、その分トレーリング側噴射時期の終了時期を早める
必要がある。また、リーディング側噴射量を算出した後に運転状態が変化して（即ち、吸
気空気量が増大して）、要求噴射量が増大しても十二分に気筒内に燃料が供給できるよう
に、予め設定する噴射終了時期は多少余裕を持っておくべきであるところから、噴射終了
時期を早める必要がある。
【０００６】
　一方、１サイクル当たりの燃料噴射量は、最新のエンジン運転状態に基づくものが要求
されるため、トレーリング側燃料噴射量を決めるためのトレーリング側噴射開始直前の運
転状態（例えば、吸入空気量）の検出は遅い方が望ましいし、燃焼性向上の面からは、燃
料の気化・霧化を向上できる期間（換言すれば、燃焼までの時間が長くとれる期間）であ
るリーディング側での噴射が望ましい。
【０００７】
　ところが、上記公知例の分割燃料噴射方式では、トレーリング側噴射時期を、リーディ
ング側噴射時期以後増大した吸入空気量に見合う残りの必要噴射燃料量が吸気行程の所定
時期までに噴射し終わるタイミングとなるように決定するようにしているため、トレーリ
ング側噴射終了時期を早めると、その分だけトレーリング側噴射開始時期が早まることと
なる。すると、その分だけ運転状態（例えば、吸入空気量）の検出と、これに基づく燃料
噴射量の算出とが早まることとなり、最新の運転状態に沿った燃料供給が行えないことと
なる。
【０００８】
　本願発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、分割燃料噴射方式と可変動弁機構
とを併用したエンジンにおいて、気筒内への供給効率が良い期間で燃料を気筒内へ供給す
ることにより、十二分に気筒内へ燃料が供給できるようにして、無駄な燃料消費を無くす
とともに、排気ガス中の炭化水素量をも低減できるようにすることを目的とするものであ
る。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　本願発明の基本構成では、上記課題を解決するための手段として、吸気弁のクランク角
に対しての開弁期間を運転状態に応じて変化させる可変動弁機構と、エンジンの吸気管内
に燃料を噴射する燃料噴射手段と、該燃料噴射手段により同一気筒に対して１サイクル当
たり複数回に分割して燃料噴射を実行するに当たって、吸気弁閉期間内におけるリーディ
ング側燃料噴射前のエンジンの運転状態に基づいて気筒毎の１サイクル当たりの燃料噴射
量を算出し、吸気弁閉期間内において燃料噴射を行うリーディング側燃料噴射量を前記１
サイクル当たりの燃料噴射量に基づいて算出し、前記燃料噴射手段によりリーディング側
噴射分を噴射させた後に、最新のエンジン運転状態に基づいて算出された最新の１サイク
ル当たりの燃料噴射量から前記リーディング側燃料噴射量を差し引いて、吸気行程中の所
定時期に噴射終了する最終燃料噴射期間におけるトレーリング側燃料噴射量を算出し、前
記燃料噴射手段により前記トレーリング側噴射分を噴射させる燃料噴射制御手段とを備え
たエンジンの制御装置において、前記可変動弁機構により吸気弁の前記開弁期間が変更さ
れた時には、前記燃料噴射制御手段により設定されるトレーリング側燃料噴射期間とそれ
以前のリーディング側燃料噴射期間との相対的な割合が変化するように両燃料噴射の分割
比を、前記開弁期間の変更に対応させて変更する分割比設定手段を付設して、気筒内への
供給効率が良い期間で燃料を気筒内へ供給できるようにしている。
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【００１０】
　本願発明の基本構成において 記分割比設定手段による燃料噴射の分割比の設定を、
前記吸気弁の開弁から閉弁までの開弁期間長さが短い時には、リーディング側燃料噴射期
間を相対的に所定期間だけ延長する一方、トレーリング側燃料噴射期間を相対的に所定期
間だけ短縮するものとした場合、吸気弁の開弁期間の長さを変化させるタイプの可変動弁
機構を採用したものにおいて、吸気弁の開弁期間が短くなったことにより生じるトレーリ
ング側での燃料噴射量減少分をリーディング側での燃料噴射によりカバーできることとな
り、気筒内への燃料供給効率がより向上する点で好ましく、この場合において、前記トレ
ーリング側燃料噴射期間を、吸気行程開始時からの期間とすれば、トレーリング側での燃
料噴射開始時期をできるだけ遅くできるところから、１サイクル当たりの燃料噴射量を決
定するための運転状態（例えば、吸入空気量）検出を最新のものとできるし、上記いずれ
かの場合において、前記吸気弁の開弁期間長さを、少なくとも閉弁時期の変化により決定
するようにすれば、分割燃料噴射期間の設定が容易に行える。
【００１１】
　また、前記燃料噴射の分割比を、少なくともエンジンの回転数に対応して設定し、高回
転となる程前記リーディング側燃料噴射期間の延長割合が相対的に増大することとした場
合、エンジン高回転域での燃料供給を十分確保できる点で好ましい。
【００１２】
　また、前記分割比設定手段による燃料噴射の分割比の変更を、吸気弁の前記開弁期間と
エンジン回転数との変化に対応して燃料噴射の分割比を求める分割比マップにより行うよ
うにした場合、分割比設定を適正且つ容易に行うことができる点で好ましい
【００１３】
【作用】
　本願発明の基本構成では、上記手段により次のような作用が得られる。
【００１４】
　即ち、可変動弁機構により吸気弁のクランク角に対しての開弁期間が運転状態に応じて
変更された場合において、同一気筒に対して１サイクル当たり複数回に分割して燃料噴射
する際には、最終燃料噴射期間となるトレーリング側燃料噴射期間とそれ以前のリーディ
ング側燃料噴射期間との燃料噴射分割比が、前記開弁期間の変更に対応して相対的に変更
される。従って、燃料供給効率の良い最適な分割燃料噴射が得られるとともに、燃料の気
化・霧化が向上せしめられることとなる。
【００１５】
　本願発明の基本構成において 記分割比設定手段による燃料噴射分割比の設定を、前
記吸気弁の開弁から閉弁までの開弁期間長さが短い時には、リーディング側燃料噴射期間
を相対的に所定期間だけ延長する一方、トレーリング側燃料噴射期間を相対的に所定期間
だけ短縮するものとした場合、吸気弁の開弁期間の長さを変化させるタイプの可変動弁機
構を採用したものにおいて、吸気弁の開弁期間が短くなったことにより生じるトレーリン
グ側での燃料噴射量減少分をリーディング側での燃料噴射によりカバーできることとなり
、気筒内への燃料供給効率がより向上する。この場合において、前記トレーリング側燃料
噴射期間を、吸気行程開始時からの期間とすれば、トレーリング側での燃料噴射開始時期
をできるだけ遅くできるところから、１サイクル当たりの燃料噴射量を決定するための運
転状態（例えば、吸入空気量）検出を最新のものとできるし、上記いずれかの場合におい
て、前記吸気弁の開弁期間長さを、少なくとも閉弁時期の変化により決定するようにすれ
ば、分割燃料噴射期間の設定が容易に行える。
【００１６】
　また、前記燃料噴射分割比を、少なくともエンジンの回転数に対応して設定し、高回転
となる程前記リーディング側燃料噴射期間の延長割合が相対的に増大することとした場合
、エンジン高回転域での燃料供給を十分確保することができることとなり、運転状態に適
正に対応できる。
【００１７】

10

20

30

40

50

(4) JP 3783285 B2 2006.6.7

、前

。

、前



　また、前記分割比設定手段による燃料噴射分割比の変更を、吸気弁の前記開弁期間とエ
ンジン回転数との変化に対応して燃料噴射分割比を求める分割比マップにより行うように
した場合、分割比設定が分割比マップからの読み出しにより適正且つ容易に行えることと
なり、制御動作がより一層簡略化できる
【００１８】
【発明の効果】
　本願発明によれば、可変動弁機構により吸気弁のクランク角に対しての開弁期間が運転
状態に応じて変更された場合において、同一気筒に対して１サイクル当たり複数回に分割
して燃料噴射する際には、最終燃料噴射期間となるトレーリング側燃料噴射期間とそれ以
前のリーディング側燃料噴射期間との燃料噴射分割比が、前記開弁期間の変更に対応して
相対的に変更されるようにしているので、トレーリング側燃料噴射開始時期を開弁期間の
変更に対応して早める必要がなくなり、トレーリング側燃料噴射量を決定するための運転
状態（例えば、吸入空気量）検出を遅くできる。従って、運転状態に精度良く対応したト
レーリング側燃料噴射が得られることとなり、燃料供給効率の良い最適な分割燃料噴射が
得られるとともに、十分なリーディング側燃料噴射期間の設定により、燃料の気化・霧化
が向上せしめられることとなり、無駄な燃料消費がなくなり且つ燃焼後の炭化水素発生も
抑制できるという優れた効果がある。
【００１９】
【発明の実施の形態】
　以下、添付の図面を参照して、本願発明の幾つかの好適な実施の形態を説明する。
【００２０】
　第１の実施の形態
　図１には、本願発明の第１の実施の形態にかかるエンジンの制御装置の概略構成が示さ
れている。
【００２１】
　本実施の形態におけるエンジンは、４サイクル４気筒エンジンとされており、図１にお
いて、符号１は吸気弁開閉用のカム軸、２はクランク軸であり、カム軸１とクランク軸２
とは、それぞれのプーリ３，４に架設されたベルト（図示省略）を介して連動されること
となっている。また、本実施例のカム軸１は、各気筒に対応して一対ずつ（例えば、Ｓポ
ート用およびＰポート用）８個のカム６，６・・を備えており、該各カム６は、軸方向一
方側（図示左方）へいくほど径が大きくなる円錐台形状の立体カムとされている。符号５
はエンジン回転数Ｎｅを検出する回転数センサである。
【００２２】
　符号７は燃料噴射手段として作用する燃料噴射弁であり、各気筒への吸気管（図示省略
）にそれぞれ臨んで設置されている。
【００２３】
　符号８は前記カム軸１を軸方向へ変位させるためのアクチュエータであり、該アクチュ
エータ８の作動に伴うカム軸１の変位量に応じて各カム６と吸気弁（図示省略）との当接
部位が変化し、このことにより吸気弁の開閉タイミング（換言すれば、開閉時期）および
開弁期間が次第に変化（即ち、リニアに変化）せしめられることとなっている。つまり、
本実施の形態の場合、カム６およびアクチュエータ８が可変動弁機構を構成することとな
っているのである。なお、カム軸１をプーリ３（換言すれば、クランク軸２）に対して相
対回転させる機構（図示省略）が併設されており、吸気弁の開閉タイミングも変化せしめ
られることとなっている。
【００２４】
　符号９は点火装置であり、各気筒に対応させて設置されており、イグニッションコイル
１０の二次側に一対ずつ接続されている。つまり、第１および第４気筒の点火装置９，９
と第２および第３気筒の点火装置９，９が同時に点火作動することとなっている。
【００２５】
　符号１１はカム軸１の変位位置（換言すれば、吸気弁の開閉タイミング）を検出するた
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めの位置センサ、１２はクランク角信号ＳＧＴを検出するクランクセンサ、１３は気筒判
別信号を検出する気筒判別センサである。
【００２６】
　そして、前記回転数センサ５からの回転数信号、位置センサ１１からの位置信号、クラ
ンクセンサ１２からのクランク角信号、気筒判別センサ１３からの気筒判別信号はエンジ
ンコントロールユニット（以下、ＥＣＵと略称する）１４へ入力され、前記ＥＣＵ１４か
らは、前記燃料噴射弁７，７・・、アクチュエータ８、イグニッションコイル１０，１０
へ各種制御信号が出力されることとなっている。
【００２７】
　前記ＥＣＵ１４は、例えばマイクロコンピュータからなっており、図２に示すように、
同一気筒への燃料噴射弁７による燃料噴射を１サイクル当たり２回に分割して実行する燃
料噴射制御手段１４１と、可変動弁機構（換言すれば、アクチュエータ８の作動）により
吸気弁の開弁期間Ｔｖが変更された時には最終燃料噴射期間となるトレーリング側燃料噴
射期間Ｔｉ（ｔ）とそれ以前のリーディング側燃料噴射期間Ｔｉ（ｌ）との相対的な割合
が変化するように両燃料噴射の分割比ｄｉｖを、吸気弁の開弁期間の変更に対応させて変
更する分割比設定手段１４２とを備えて構成されている。
【００２８】
　前記燃料噴射制御手段１４１は、吸気弁閉期間内におけるリーディング側燃料噴射前の
エンジンの運転状態（例えば、吸入空気量）に基づいて気筒毎の１サイクル当たりの燃料
噴射量を算出し、吸気弁閉期間内において燃料噴射を行うリーディング側燃料噴射量を前
記１サイクル当たりの燃料噴射量に基づいて算出し、前記燃料噴射弁７によりリーディン
グ側噴射分を噴射させた後に、最新のエンジン運転状態（例えば、吸入空気量）に基づい
て算出された最新の１サイクル当たりの燃料噴射量から前記リーディング側燃料噴射量を
差し引いて、吸気行程中の所定時期に噴射終了する最終燃料噴射期間（即ち、トレーリン
グ側燃料噴射期間）におけるトレーリング側燃料噴射量を算出し、前記燃料噴射弁７によ
り前記トレーリング側噴射分を噴射させる機能をも備えている。
【００２９】
　前記分割比設定手段１４２は、吸気弁の開弁期間Ｔｖ（本実施の形態の場合、吸気弁の
閉弁時期Ｖｔｃおよび開弁時期Ｖｔｏを変化させることにより決定される開弁期間）が短
い時にはリーディング側燃料噴射期間Ｔｉ（ｌ）が所定期間だけ延長され且つトレーリン
グ側燃料噴射期間Ｔｉ（ｔ）が所定期間だけ短縮される燃料噴射分割比ｄｉｖ＝Ｔｉ（ｌ
）／Ｔｉ（ｔ）を設定するものとされており、前記リーディング側燃料噴射期間Ｔｉ（ｌ
）およびトレーリング側燃料噴射期間Ｔｉ（ｔ）は、燃料噴射開始時期を固定し（例えば
、クランク角信号ＳＧＴ発生時に固定し）、燃料噴射終了時期を変化させるものとされて
いる。しかも、前記トレーリング側燃料噴射期間Ｔｉ（ｔ）は、吸気行程開始時から吸気
弁の閉弁時期前の期間とされている。
【００３０】
　また、本実施の形態の場合、エンジン回転数Ｎｅが高くなるに応じて前記リーディング
側燃料噴射期間Ｔｉ（ｌ）の延長割合が大きくなるようにされている。
【００３１】
　さらに、前記分割比設定手段１４２による燃料噴射分割比ｄｉｖの設定は、吸気弁の開
弁期間Ｔｖとエンジン回転数Ｎｅとの変化に対応して燃料噴射分割比ｄｉｖを求める分割
比マップ（図５参照）により行われることとなっている。
【００３２】
　ついで、本実施の形態にかかるエンジンの制御装置の作用（換言すれば、燃料噴射制御
）を図３に示すフローチャートおよび図４に示すタイムチャートを参照して詳述する。
【００３３】
　ステップＳ 1において回転数センサ５および位置センサ１１からの情報によりエンジン
回転数Ｎｅおよび現在の吸気弁の開閉タイミングＶｔｏ，Ｖｔｃの読み込みが行われ、ス
テップＳ 2において前記開閉タイミングＶｔｏ，Ｖｔｃから開弁期間Ｔｖが求められる。
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【００３４】
　ついで、ステップＳ 3においてエンジンの運転状態が分割噴射可能な状態となっている
か否かの判定がなされる。該判定は、エンジン回転数Ｎｅが極めて低い運転状態（例えば
、始動時等）においては分割噴射を行う必要がないところから、その判別のためになされ
る。ステップＳ 3において肯定判定された場合にはステップＳ 4に進み、否定判定された場
合には以下の制御を省略してステップＳ 1にリターンする。
【００３５】
　ステップＳ 4においては分割比マップ（図５ R>５参照）からの読み出しにより燃料噴射
分割比ｄｉｖの算出が行われる。この時、燃料噴射分割比ｄｉｖは、エンジン回転数Ｎｅ
と開弁期間Ｔｖとによって定まる分割比曲線Ｘ 1，Ｘ 2・・（Ｘ 1＜Ｘ 2＜・・）のいずれか
とされる。つまり、吸気弁の開弁期間Ｔｖが短い時にはリーディング側燃料噴射期間Ｔｉ
（ｌ）が所定期間だけ延長され且つトレーリング側燃料噴射期間Ｔｉ（ｔ）が所定期間だ
け短縮されるように燃料噴射分割比ｄｉｖ＝Ｔｉ（ｌ）／Ｔｉ（ｔ）が設定され且つ前記
リーディング側燃料噴射期間Ｔｉ（ｌ）およびトレーリング側燃料噴射期間Ｔｉ（ｔ）は
、燃料噴射開始時期を固定し（例えば、クランク角信号ＳＧＴ発生時に固定し）、燃料噴
射終了時期を変化させるものとされ、前記トレーリング側燃料噴射期間Ｔｉ（ｔ）は、吸
気行程開始時から吸気弁の閉弁時期前の期間とされている（図４参照）。また、エンジン
回転数Ｎｅが高くなるに応じて前記リーディング側燃料噴射期間Ｔｉ（ｌ）の延長割合が
大きくなるようにも設定される（図５参照）。上記燃料噴射分割比ｄｉｖの設定は、分割
比設定手段１４２により実行される。
【００３６】
　しかる後、ステップＳ 5およびステップＳ 6において燃料噴射弁７によるリーディング側
燃料噴射期間Ｔｉ（ｌ）およびトレーリング側燃料噴射期間Ｔｉ（ｔ）がセットされ、ス
テップＳ 7およびステップＳ 8において上記のようにして設定されたリーディング側燃料噴
射期間Ｔｉ（ｌ）およびトレーリング側燃料噴射期間Ｔｉ（ｔ）に基づいて燃料噴射弁７
からの２回の燃料噴射が実行され、その後制御はステップＳ 1へリターンする。
【００３７】
　上記したように本実施の形態においては、吸気弁の開弁期間Ｔｖが変更された場合にお
いて、同一気筒に対して１サイクル当たり２回に分割して燃料噴射する際には、トレーリ
ング側燃料噴射期間とそれ以前のリーディング側燃料噴射期間との燃料噴射分割比ｄｉｖ
を、吸気弁の開弁期間Ｔｖが短い時にはリーディング側燃料噴射期間Ｔｉ（ｌ）を所定期
間だけ延長し（換言すれば、燃料の気化・霧化を向上させ得る割合とし）且つトレーリン
グ側燃料噴射期間Ｔｉ（ｔ）を所定期間だけ短縮することとしているので、トレーリング
側燃料噴射開始時期を早める必要がなくなり、トレーリング側燃料噴射量を決定するため
の運転状態（例えば、吸入空気量）検出を遅くできる。従って、例えば吸入空気量が大き
く変化する過渡時にあっても運転状態に精度良く対応したトレーリング側燃料噴射が得ら
れることとなり、燃料供給効率の良い最適な分割燃料噴射が得られる。
【００３８】
　また、吸気弁の開弁期間Ｔｖが短縮された際に、従来方式のリーディング側とトレーリ
ング側との分割燃料噴射期間Ｔｉ（ｌ）′，Ｔｉ（ｔ）′［Ｔｉ（ｌ）′＝Ｔｉ（ｔ）′
］を固定した場合に生じるであろうトレーリング側における燃料供給不足分がリーディン
グ側燃料噴射期間Ｔｉ（ｌ）の延長によりカバーされることとなり（図４における点線図
示状態から実線図示状態へ変化することとなり）、空燃比変動が抑制される。しかも、ト
レーリング側燃料噴射期間Ｔｉ（ｔ）の短縮分ΔＴｉ（ｔ）が、吸気弁が閉じた状態のリ
ーディング側燃料噴射期間に延長して供給されることで、延長分であるΔＴｉ（ｌ）が噴
射されてから吸気弁が開弁されるまでの期間において十分に気化・霧化されることとなる
。従って、無駄な燃料消費がなくなり且つ燃焼後の炭化水素発生も抑制できる。この時、
リーディング側燃料噴射期間Ｔｉ（ｌ）の延長分ΔＴｉ（ｌ）とトレーリング側燃料噴射
期間Ｔｉ（ｔ）の短縮分ΔＴｉ（ｔ）とは同等とされており、このことにより吸入空気量
に対する燃料供給精度のより一層の向上が得られる。
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【００３９】
　また、前記トレーリング側燃料噴射期間Ｔｉ（ｔ）を、吸気行程開始時から吸気弁の閉
弁時期前の期間としているため、トレーリング側燃料噴射期間Ｔｉ（ｔ）における気筒内
への燃料供給が円滑に行えることとなり、燃焼性の向上および燃費効率の向上が得られる
。
【００４０】
　さらに、前記リーディング側燃料噴射期間Ｔｉ（ｌ）およびトレーリング側燃料噴射期
間Ｔｉ（ｔ）を、燃料噴射開始時期を固定し（例えば、クランク角信号ＳＧＴ発生時に固
定し）、燃料噴射終了時期を変化させるものとしているため、燃料噴射終了時期を設定す
るだけで分割燃料噴射期間の設定ができることとなり、制御動作の簡略化が得られる。
【００４１】
　さらにまた、エンジンの回転数Ｎｅが高くなるに応じて前記リーディング側燃料噴射期
間Ｔｉ（ｌ）の延長割合を大きくするようにしているため、エンジン高回転域での燃料供
給が確保されることとなり、運転状態に適正に対応できる。
【００４２】
　上記実施の形態においては、吸気弁の開弁期間を、吸気弁の開閉タイミングを変化させ
ることにより決定されるものとしているが、開弁期間は、吸気弁の閉弁時期あるいは吸気
弁の開弁時期の変化により決定されるものとする場合もある。
【００４３】
　また、本実施の形態の場合、開弁期間がリニアに変化するタイプの可変動弁機構が採用
されているが、開弁期間が切り換わる（即ち、小と大との段階的に切り換わるＯＮ／ＯＦ
Ｆ）タイプの可変動弁機構を採用することができる
【００４４】

なお、上 施の形態においては、リーディング側燃料噴射を１回としているが、２回
以上の複数回とすることもできる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本願発明の第１の実施の形態にかかるエンジンの制御装置の全体ハード構成図で
ある。
【図２】本願発明の第１の実施の形態にかかるエンジンの制御装置におけるエンジンコン
トロールユニットの内容を示すブロック図である。
【図３】本願発明の第１の実施の形態にかかるエンジンの制御装置の制御内容を示すフロ
ーチャートである。
【図４】本願発明の第１の実施の形態にかかるエンジンの制御装置の制御状態を説明する
タイムチャートである。
【図５】本願発明の第１の実施の形態にかかるエンジンの制御装置において燃料噴射分割
比の設定に用いられる分割比マップである
【符号の説明】

カム軸、２はクランク軸、５は回転数センサ、 カム、７は燃料噴射手段（燃料噴
射弁）、 可変動弁機構のアクチュエータ、１１は位置センサ、１２はクランクセンサ
、１３は気筒判別センサ、 エンジンコントロールユニット（ＥＣＵ） ４１は燃
料噴射制御手段、１４２は分割比設定手段。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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